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認
知
症
は
早
期
発
見・対
応
が
大
切

　
４
月
か
ら
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム

（
愛
称
：
オ
レ
ン
ジ
チ
ー
ム
も
り
ぐ
ち
）を
設

置
し
ま
す
。
支
援
チ
ー
ム
員
は
、
医
師
や
看

護
師
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
職
員
な
ど

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
オ
レ
ン
ジ
チ
ー
ム
も
り
ぐ
ち
で
は
、
認
知

症
ま
た
は
認
知
症
の
疑
い
の
あ
る
人
や
そ
の

家
族
を
、医
療・介
護
の
専
門
職
が
訪
問
し
、

本
人
や
家
族
の
希
望
を
伺
い
な
が
ら
、
認
知

症
に
関
す
る
情
報
提
供
や
、
適
切
な
受
診
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
げ
る
な
ど
の
支
援
を

行
い
ま
す
。

対�

４０
歳
以
上
で
自
宅
で
生
活
し
、
認
知
症
が

疑
わ
れ
る
人
や
認
知
症
の
人
で
、
次
の
①

～
④
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

①
認
知
症
の
診
断
を
受
け
て
い
な
い

②
継
続
的
な
医
療
を
受
け
て
い
な
い

③�

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
結
び
つ
い
て
い
な

い
ま
た
は
中
断
し
て
い
る

④�

認
知
症
の
症
状
が
強
い
た
め
対
応
に
困
っ

て
い
る

　
迷
っ
た
と
き
は
、
小
学
校
区
担
当
地
区
の

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ

さ
い
。

▽�

よ
つ
ば（
旧
大
久
保・旧
東
）・梶・藤
田・八

雲
東（
大
日
東
町
１
～
１０
番
）

問
守
口
第
１
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
６
９
０
４
・
８
９
０
０

▽
庭
窪・金
田・佐
太

問
守
口
第
２
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
４
３
９
３
・
８
４
０
１

▽
八
雲・下
島

問
守
口
第
３
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
６
９
０
８
・
２
８
０
８

▽�

八
雲
東（
大
日
東
町
１１
番
以
上
）・守
口・さ

つ
き（
旧
滝
井
）

問
守
口
第
４
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
４
２
５
０
・
７
８
７
８

▽�

さ
つ
き（
旧
春
日
）・さ
く
ら（
旧
三
郷・旧
橋

波
）

問
守
口
第
５
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
１
８
０

▽
寺
方
南（
旧
寺
方・旧
南
）・錦

問
守
口
第
６
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

℡�

０
６
・
６
９
９
７
・
３
３
３
６

▽�

こ
の
記
事
に
つ
い
て

問�
く
す
の
き
広
域
連
合
守
口
支
所（
高
齢
介

護
課
内
）

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
２
１
８
０

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施
結
果

「
守
口
市
災
害
廃
棄
物
処
理
計
画
」（
素
案
）

　
貴
重
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
意
見
の
概
要
と
、
意
見
に
対
す
る
市
の
考

え
方
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
、
環
境
政
策
課
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ

ン
タ
ー
な
ど
の
各
公
共
施
設
や
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
業
務
課

℡�

０
６
・
６
９
９
１
・
６
３
１
３

狂
犬
病
予
防
注
射
と
犬
の
登
録

　
狂
犬
病
予
防
注
射（
毎
年
１
回
）と
犬
の
登

録
（
犬
の
生
涯
に
１
回
）は
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
狂
犬
病
は
、
発
病
す
る
と
ほ
ぼ
１００
％
死
亡

す
る
、
極
め
て
危
険
な
感
染
症
で
す
。
国
内

で
の
狂
犬
病
の
発
生
を
防
止
す
る
に
は
、
犬

の
登
録
と
予
防
注
射
を
確
実
に
行
う
こ
と
が

必
要
で
す
。

集
合
注
射
の
実
施

時�

４
月
１６
日（
月
）～
２８
日（
土
）（
２２
日（
日
）

を
除
く
）（
表
1
）

備�

雨
天
決
行

対
生
後
９１
日
以
上
の
飼
い
犬

持
狂
犬
病
予
防
注
射
実
施
案
内
書（
封
書
）

¥
▽
注
射
料
金���

３
千
２５０
円

　
▽
登
録
手
数
料　
３
千
円　

備�

会
場
地
図
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

表
２
で
も
同
様
に
犬
鑑
札・
注
射
済
票
を

発
行
可（
再
交
付・
転
入
の
手
続
き
は
不

可
）

問�

環
境
政
策
課

℡
０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
１
１

表１　集合注射実施予定一覧
月 日�

時間 10:30～11:30 13:30～16:00

4

16 （月） 日吉公園（日吉町２丁目１１番付近） 八雲西公園（八雲西町1丁目3９番付近）

17 （火） 平代うさぎ公園（平代町１１番付近） 南寺方北通２丁目児童公園
（南寺方北通２丁目1９番付近）

18 （水） 松月公園（松月町4番付近） 八雲公園（八雲西町4丁目１６番付近）
1９ （木） 橋波公園（西郷通1丁目4番付近） 佐太中央公園（佐太中町６丁目６番付近）
20 （金） 藤田南公園（藤田町５丁目13番付近） 大久保公園（大久保町4丁目２番付近）
21 （土） 大日南公園（大日東町２８番付近）
23 （月） 東町1丁目第２児童公園（東町1丁目５番付近） 大久保西公園（大久保町1丁目３番付近）
24 （火） 佐太第1東公園（佐太東町1丁目1番付近） 大日東公園（大日町３丁目3５番付近）

2５ （水） 八雲東公園（八雲東町２丁目3９番付近） 金田町２丁目児童公園
（金田町２丁目4５番付近）

26 （木） 南寺方公園（南寺方東通２丁目２番付近） 大枝公園（西側）（松下町1番付近）
27 （金） 大宮南公園（大宮通4丁目６番付近） 土居公園（梅園町4番付近）

28 （土） 大宮公園(市民保健センター裏）
（大宮通1丁目１３番付近）

表2　守口市委託動物病院一覧
病院名 住所 電話（06）

岡部動物病院 八雲中町1-１５-７ 6９06－５141

奥田動物病院 大枝北町１０-4 6９９6－1９6５

きんだ動物病院 金田町６-２１-１7 6９00－1011

京阪動物病院 金田町1-５９-１２ 6９00－1５５1

さわべ動物病院 南寺方南通２-4-２１ 6９９4－7220

大日いぬねこ病院 大日東町３５-１４ 6９04－５677

バーニー動物病院 馬場町1-4-１６ 6９９7－3612

まねき猫ホスピタル 八島町1-１５
コラウーペ八島1階 6９９8－3808

守口パナシア動物病院 大宮通３-１６-６ 6９９8－64９4
注電話番号のかけ間違いに注意してください。

持
ち
込
み
ご
み
は
予
約
制

　
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
ご
み
を
持
ち
込
む

場
合
は
予
約
が
必
要
で
す
。
当
日
の
受
け
付

け
は
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
２
営
業
日
前
ま
で

に
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い
。

持
ち
込
み
ご
み
予
約
ダ
イ
ヤ
ル

℡�

０
６
・
６
９
９
１
・
５
０
０
４

平
成
３０
年
度
国
民
年
金
保
険
料

　
平
成
３０
年
度
分
の
定
額
保
険
料
は
、
前
年

度
よ
り
１５０
円
引
き
下
げ
ら
れ
、
月
額
１
万
６

千
３４０
円
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
付
加
保
険
料

は
従
来
ど
お
り
月
額
４００
円
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除・納
付
猶
予

　
国
民
年
金
制
度
は
２０
～
６０
歳
ま
で
の
４０
年

間
加
入
し
、
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
必

要
で
す
が
、
所
得
の
減
少
や
離
職
な
ど
で
経

済
的
に
納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
の

「
免
除・納
付
猶
予
制
度
」を
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。市民相談（４月分）

秘密厳守・無料
同一内容の相談は原則1回
場�市役所1階北エリア
　市民相談室101・102
問広報広聴課
℡06－6９９2－13５3、13５6

法律相談･･･相続・離婚・金銭や土地
建物の賃借問題など
弁護士
毎週木曜日13:00～16:30（1人30分・
先着14人）
予前日水曜日の13:00から
注前日が休日の時は当日９:00から
司法書士※予
第2・3・4火曜日13:00～16:00（1人2
５分・先着14人）
登記相談･･･相続・売買・贈与などの
登記、供託・測量・境界・分筆など
司法書士・土地家屋調査士※予
第2水曜日13:00～1５:00（1人30分・
先着各4人）
税務相談･･･相続税・所得税・贈与税
など
税理士※予
第2金曜日13:00～16:00（1人30分・
先着6人）
行政書士相談･･･成年後見・各種契約
書の作成など
行政書士※予
第1火曜日13:00～16:00（1人30分・
先着6人）
不動産一般相談･･･賃貸借契約・不動
産の活用など
宅地建物取引士※予
第1火曜日13:00～16:00（1人30分・
先着6人）
※予前週の実施日13:00から。受付
が休日の時は翌開庁日の13:00から
行政相談･･･国などの行政に対する
要望や苦情など
行政相談委員
第4火曜日10:00～12:00
予電話で前日までに

　
保
険
料
の
免
除
に
は「
全
額
免
除
」「
４
分

の
３
免
除
」「
半
額
免
除
」「
４
分
の
１
免
除
」

が
あ
り
、
５０
歳
未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
納

付
が
猶
予
さ
れ
る「
納
付
猶
予
制
度
」が
あ
り

ま
す
。

　
免
除
申
請
は
、
申
請
月
か
ら
２
年
１
カ
月

前
の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

▽�

免
除
の
審
査
は
、申
請
期
間
に
対
応
す
る
、

本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の
前
年
所

得
に
基
づ
き
、
納
付
猶
予
は
本
人
お
よ
び

配
偶
者
の
前
年
所
得
に
基
づ
き
、
日
本
年

金
機
構
で
行
い
ま
す
。
免
除
や
猶
予
が
承

認
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

▽�

本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
が
離
職
な

ど
に
該
当
す
る
場
合
は「
雇
用
保
険
受
給

資
格
証
」ま
た
は「
離
職
票
」な
ど
の
写
し

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

一
部
免
除
が
認
め
ら
れ
て
も
残
り
の
保
険

料
を
納
め
忘
れ
る
と
未
納
扱
い
に
な
り
、

年
金
受
給
資
格
期
間
に
は
算
入
さ
れ
ま
せ

ん
。
一
部
免
除
が
認
め
ら
れ
た
残
り
の
保

険
料
は
必
ず
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

一
部
免
除
期
間
の
老
齢
基
礎
年
金
額
は
、

全
額
を
納
め
た
場
合
に
比
べ
減
額
さ
れ
ま

す（
半
額
免
除
の
場
合
は
４
分
の
３
が
年

金
額
に
反
映
）。ま
た「
納
付
猶
予
」さ
れ
た

期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
年
金
受
給
資

格
期
間
に
は
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に

は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

▽�

学
生
納
付
特
例
は
大
学・短
期
大
学・大
学

院・専
門
学
校・専
修
学
校
な
ど（
専
門・専

修
学
校
に
つ
い
て
は
、
対
象
校
に
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
）の
２０
歳
以
上
の
学

生
で
、
本
人
の
申
請
年
度
の
前
年
所
得
が

一
定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

▽�

猶
予
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格

期
間
に
含
ま
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に
は
算

入
さ
れ
ま
せ
ん
。

▽�

申
請
に
は
学
生
証（
コ
ピ
ー
可
）・
年
金
手

帳
を
持
参
し
、「
学
生
納
付
特
例
申
請
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
な
お
、
年
度
ご
と
に
申
請
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ら
免
除
や
猶
予
な
ど
を
受
け
た
期
間

中
に
障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
に

な
っ
た
場
合
で
も
、
受
給
資
格
が
あ
れ
ば
障

害
基
礎
年
金
な
ど
や
遺
族
年
金
が
支
給
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
免
除
や
猶
予
な
ど
を
受
け
た

期
間
の
保
険
料
は
、
１０
年
以
内
で
あ
れ
ば
さ

か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
３

年
目
以
降
は
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が

上
乗
せ
さ
れ
ま
す
）。

申�・
問
総
合
窓
口
課
年
金
担
当

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
１
５
２
４

守
口
年
金
事
務
所

℡�

０
６
・
６
９
９
２
・
３
０
３
１

犬の登録および予防注射済票の
交付窓口の変更

平成2９年度まで
健康推進課（市民保健センター）

平成30年度から
環境政策課（市役所６階北エリア）
平成30年4月1日（日）から、市民
の皆さんの利便性向上のため申請
窓口が環境政策課に変わります。


